
1 

案  

 

答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）に基づく保護申請却下処分に係る審査請求につい

て、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求のうち、法に基づく医療扶助費についての処分及

び平成２９年１月２日付けの保護申請書に係る審査請求のうち

「（備え付き資料）」についての処分に係る審査請求は却下し、

その余の審査請求は棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し平成２９年１月３０日付けで行った法

に基づく住宅扶助費及び医療扶助費に係る保護申請却下処分（以

下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるもので

ある。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分は違法又は不当

であると主張する。  

⑴  平成２８年８月及び９月の住宅扶助費を認めなかったことに

ついて、処分庁は、請求人が拒否し、連絡が取れなかったこと

を理由に挙げるが、いずれも事実誤認である。  
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  ⑵  平成２８年１１月の住宅扶助費及び鍵交換費について、処分

庁は、本件住宅のオーナーに対して同月分の住居費（５３，７０

０円）を直接支払っていない。また、請求人は鍵交換費を処分庁

から受給していない。  

  ⑶  平成２８年８月１１日の本件ボヤの際、請求人は外に逃げた

時にひざの半月板を損傷して歩行不能状態となった。請求人が○

○病院を受診したのは、本件ボヤ後、○○市内の実家を訪ねたこ

とに伴うものであり、要保護者の居住地等にない病院に受診する

際の要件とされる必要性や緊急性は充たされている。そもそも、

歩行不能状態にある請求人が必要な治療を受けるための医療扶助

を認めない処分庁の措置は、請求人の生存権を侵害するものであ

る。  

  

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求のうち、医療扶助費についての処分及び本件保護

申請２のうち「（備え付き資料）」についての処分に係る審査請

求は不適法であるから、行政不服審査法４５条１項の規定により

却下し、その余の審査請求は理由がないから、同条２項の規定に

より棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年  ８月２８日  諮問  

平成２９年１０月３０日  審議（第１４回第１部会）  

平成２９年１１月２１日  審議（第１５回第１部会）  
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第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得

る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維

持のために活用することを要件として行われると規定し、また、

法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定

した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物

品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うもの

とすると規定する。  

  ⑵ア  法１１条１項は、保護の種類として３号で「住宅扶助」を、

また、４号で「医療扶助」を挙げる。  

     法１４条において、住宅扶助は、困窮のため最低限度の生

活を維持することのできない者に対して、住居又は補修その

他住宅の維持のために必要なものの範囲内において行われる

と規定する。  

   イ  法３３条１項は、住宅扶助は金銭給付によって行うことを

原則とするとし、同条４項は、住宅扶助のための保護金品は、

世帯主又はこれに準ずる者に対して交付する旨規定する。  

   ウ  その一方、法３７条の２は、保護の実施機関は、保護の目

的を達するため必要があるときは、法３３条４項の規定によ

り、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付する保護金品に

ついて、被保護者に代わり政令で定める者に支払うことがで

きるとし（以下「代理納付」という。）、この場合において、

当該支払いがあったときは、これらの規定により交付すべき

者に対し当該保護金品の交付があったものとみなすと規定す
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る。  

     この規定を踏まえ、法施行令３条は、法３３条４項の規定

により交付する保護金品について代理納付できる相手方を、

当該被保護者に対し法１４条各号に掲げる事項の提供に係る

債権を有する者であると規定する。  

     また、「生活保護運用事例集２０１７」（東京都福祉保健

局生活福祉部保護課作成。以下「運用事例集」という。）問

６－５２の答２は、代理納付先として、住居の賃貸借契約に

基づく賃貸人（家主）が家賃等の受領を委任した不動産会社

等も含まれると規定する。なお、運用事例集は、法の解釈・

運用として合理的なものであると認められる。  

   エ  住宅扶助として家賃、間代、地代等を支給する場合の限度

額は厚生労働大臣が定める範囲内の額とされており、○○区

の場合、１人世帯であって、住居等の床の専有面積が１５平

方メートル以上のものについては、月額５３，７００円の範

囲内とすると定められている（「生活保護法による保護の基

準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助（家賃・間代

等）の限度額の設定について（通知）」（平成２７年４月１

４日付社援発０４１４第９号厚生労働省社会・援護局長通

知）１・⑴及び⑵・ア）。  

  ⑶  ○○区は、法による被保護者等に対して、本人及び世帯の自

立の助長を図ることを目的として、その自立支援に要する経費

の一部を補助するため、「○○区○○要綱」（以下「要綱」と

いう。）を定めており、要綱３条の規定により、地域生活移行

支援事業の一環として鍵の交換費を補助することとし、要綱４

条の規定により、同交換費として、１回２０，０００円を限度

として補助金を支給している。  

  ⑷  医療扶助について、法１５条において、医療扶助は困窮のた
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め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、診察、

薬剤、移送等の給付を行うことと定め、法３４条２項において、

医療の給付は、指定医療機関に委託すること等により行うもの

とすると規定する。その実施については、地方自治法２４５条

の９第１項及び第３項の規定による処理基準である「生活保護

法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日

付社発７２７号厚生省社会局長通知。以下「医療扶助基準」と

いう。）によるとされている。  

    そして、福祉事務所が要保護者に対する医療の給付を委託す

る医療機関は、福祉事務所が、指定医療機関のうち、要保護者

の居住地等の比較的近距離にあること等の基準を満たすものと

して選定したものであって、当該要保護者の医療扶助に関する

各給付要否意見書の提出依頼に対し、各給付の要否の意見を記

載した機関とすることを原則とすると定めている。ただし、要

保護者が急迫した状況にあるときは、要保護者の最寄りの指定

医療機関に委託することとしている（医療扶助基準第３・２・

⑸・ウ・ (ｱ)及び (ｳ)）。  

  ⑸  法２８条１項は、保護の実施機関は、保護の実施のため必要

があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況その他

の事項を調査するために、当該要保護者に対して、報告を求め

ることができると規定し、同条５項は、要保護者が１項の規定

による報告をしないときは、保護の変更の申請を却下すること

ができると規定する。  

  ⑹  扶助費の遡及支給の限度について、「生活保護問答集につい

て」（平成２１年３月３１日付厚生労働省社会・援護局保護課

長事務連絡。以下「問答集」という。）問１３－２の答１によ

れば、「一旦決定された行政処分をいつまでも不確定にしてお

くことは妥当でないので、最低生活費の遡及変更は３か月程度
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（発見月からその前々月まで）と考えるべきであろう。これは、

行政処分について不服申立期間が一般に３か月とされていると

ころからも支持される考えであるが、３か月を超えて遡及する

期間の最低生活費を追加支給することは、生活保護の扶助費を

生活困窮に直接的に対処する給付として考える限り妥当でない

ということも理由のひとつである。」とされている。この問答

集の取扱いは、法の解釈・運用として合理的なものと認められ

る。  

 ２  これを本件にあてはめると、本件審査請求は、住宅扶助費の申

請に係る処分及び医療扶助費に関する処分庁の応答を争う各部分

からなることから、それぞれについて、以下検討する。  

  ⑴  医療扶助費に関する審査請求の適法性について  

    本件保護申請１において「○○病院にかよわせなかった理

由」と記載されていることから、一見すると請求人の○○病院

受診に係る医療扶助費の申請をしたものと解される余地もある

ところである。しかしながら、既に診療を受けた医療機関に係

る医療扶助費の支払いを請求するには、少なくとも保護申請に

請求人が当該病院を受診した事実又は当該病院に支払った医療

費負担額が示されていなければならないにもかかわらず、申請

時にそれらが示されていなかった。よって、本件保護申請１の

うち医療扶助費に関する部分は、保護の申請の体をなしたもの

とはいえず、本件処分に当たって、処分庁が医療機関への通院

について、緊急性に欠け、認められないとの記載をしたのは、

申請に応答する処分としてのものではなく、当該病院への通院

が認められない理由を、請求人の求めに応じて事後的に説明し

たものに過ぎないものと解される。  

    したがって、請求人は、医療扶助費についての処分を不服と

して審査請求するとしているが、本件処分通知書に記載された
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理由の適否を判断するまでもなく、医療扶助費に関する部分に

ついての審査請求は、不服申立ての対象となる処分が存在しな

いものであるから、不適法である。  

  ⑵  住宅扶助費に係る処分について  

   ア  本件保護申請１は、その記載の内容から処分庁に対して扶

助費の遡及的追加支給を求めるものであると解されるところ、

本件保護申請１の申請日は平成２９年１月１日と記載されて

おり、追加支給の発見月は平成２９年１月であると解される

から、処分庁は、その前々月である平成２８年１１月前（同

年１０月３１日以前）に係る扶助費の遡及的追加支給をする

ことはできない。  

したがって、その余の事情を検討するまでもなく、本件保

護申請１のうち「平成２８年１１月分家ちん」の部分以外の

部分の申請について、処分庁が申請を却下したことに違法又

は不当な点はない。  

   イ  次に、本件保護申請１のうち「平成２８年１１月分の家ち

ん」の申請及び本件保護申請２のうち「（備え付き資料）」

の部分以外の部分の申請については、支払済みであることが

認められ、処分庁が両申請を却下したことに違法又は不当な

点はない。  

   ウ  本件保護申請２のうち「（備え付き資料）」の申請（なお、

当該表記は、請求人及び処分庁の両当事者の主張から、鍵の

交換費のことを指すことに争いはない。）については、要綱

３条及び４条の規定により同交換費の支給の可否が決定され

るのであって、法に基づく本件処分の内容に含まれるもので

はなく、この点については、本件審査請求の対象とはならな

い。したがって、「（備え付き資料）」の申請に係る当審査

庁に対する審査請求における不服の理由とすることはできな
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い。  

     なお、仮に「（備え付き資料）」の申請が要綱ではなく法

に基づく給付を求めるものであって、本件はその応答として

の却下決定に係る審査請求であるとして、適法なものである

と善解したとしても、鍵の交換費は請求人に対して支払済み

であり、いかなる法令の規定によっても改めて同交換費の支

給を行う理由はないから、この点からも処分庁が「（備え付

き資料）」の申請を却下したことに違法・不当な点はない。  

   エ  以上のとおり、住宅扶助費に係る本件処分について、違法

性又は不当性はない。  

 ３  請求人は、上記（第３）のとおり主張する。しかしながら、  

  ⑴  請求人の平成２８年８月分及び９月分の住宅扶助費について

は、上記（２・⑵・ア）で述べたとおり遡及的に追加支給する

ことができないから、請求人の主張には理由がない。  

  ⑵  また、平成２８年１１月分の家賃は、１０．６決定により本

件不動産業者に対して支給されていることが認められ、また、

処分庁による当該業者への住宅扶助費の支払いは請求人に対す

る支払いとみなされるから（１・⑵・ウ）、請求人の主張には

理由がない。  

  ⑶  その他請求人の主張するところは、審査請求として不適法な

ものを含め、いずれも独自の見解を主張するものであり、認め

ることはできず、請求人の主張には理由がない。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  
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 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 髙橋滋、窪木登志子、川合敏樹  


